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議事の概要

○ 議題「海上保安大学校学生採用試験の見直し等」について、担当局から別添の

とおり説明があった。

○ これに対し、以下のような意見があった。

・ 今回の出題分野の見直しを契機として、高校生や学校に対して積極的に受験

するよう働きかけをしていくべきである。

・ 出題分野を少なくすれば申込者数が増えるという発想ではなく、別の方法で

も申込者数を増やす策を講じていく必要があるのではないか。

○ また、今回の見直しに加えて、例えば「デジタル」や「情報」などといった新

しい分野を追加するといったことを海上保安庁は考えていないのかとの質問があ

り、それに対し、担当局から、現時点では、「物理」及び「化学」の知識につい

て問う出題分野を削る見直しに留まるものであるとの説明があった。

○ 議題については、三人事官一致で議決された。



【別添】 

機密性２情報 

 

海上保安大学校学生採用試験の見直し等について 

 

                           令和３年 10 月 21 日 

人   材   局 

 

Ⅰ 「採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政

令」の一部改正に対する意見について 

(1) 国家公務員法（昭和22年法律第120号）第45条の２第１項から第３項までの規定

により、採用試験の対象官職、種類及び確保すべき人材に関する事項は政令によ

り定めることとされており、同条第４項では、この政令は人事院の意見を聴いて

定めることとされている。 

 

(2) この規定に基づき、内閣総理大臣から、令和３年10月18日付けで、採用試験の

対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令（以下、「政

令」という。）の一部改正に対する人事院の見解を求められている。 

  改正内容は、「海上保安大学校学生採用試験」において確保すべき人材に関す

る事項から「物理」及び「化学」の知識を削除するものである。 

この改正は、今後の海上保安庁の幹部には、関係機関との調整や組織マネジメ

ントも含む多様な能力がより重要になるとの認識の下、海上保安大学校の学生採

用の段階では、できるだけ門戸を広げて多様な人材を募集し、海上保安官として

必要な物理・化学の知識は、採用後に海上保安大学校で身につけさせる方針とし

たい、との同庁の意向によるものである。 

 

(3) 人事院は、提示された政令案について、採用試験の公正性の観点や試験の円滑

な実施の観点等から問題があれば意見を述べることとなるが、本件については、

特段の問題はないと考えられることから、提示案のとおり改正することに異議な

い旨回答することとしたい。 

 

 

Ⅱ 平成23年人事院公示第16号及び人事院規則８―１８の改正について 



【別添】 

１ 改正内容 

 ① 平成23年人事院公示第16号 

   この公示は採用試験の出題分野及び内容を定めるものである。 

今般、Ⅰの政令の改正により海上保安大学校学生採用試験において確保すべ

き人材に関する事項から「物理」及び「化学」の知識が削除されることに伴い、

同試験の出題分野から「物理基礎及び物理」及び「化学基礎及び化学」を削除

する。 

 

② 人事院規則８―１８（採用試験） 

政令のうち、人事院規則８―１８において引用している規定の号ずれに伴い、

所要の整理を行う。 

※ 本改正は他の法令の制定・改廃に伴い当然必要とされる規定の整理であり、判断

を伴う事項がないことから、意見公募手続は実施しない。 

 

２ 公布日・施行日 

 公布日：令和３年11月８日（政令の公布日と同日） 

 施行日：令和４年２月１日（政令の施行日と同日） 

 

 

                              以   上 

 


